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（目的）
第 1条　畜産草地研究所研究報告及び畜産草地研究所研究資料への投稿については，独立行政法人農業･食品産業技術総合研究機構刊

行物著作権取扱規程（14規程56号）に定めるもののほかこの要領の定めるところによる。

（投稿者の資格）
第 2条　投稿者は原則として，畜産草地研究所職員（以下 ｢職員｣ という｡）及び流動研究員，依頼研究員，日本学術振興会特別研究

員，日本学術振興会外国人特別研究員等（以下 ｢他の職員｣ という｡）とする。
　一　職員が投稿する内容は，主として畜産草地研究所（以下 ｢研究所｣ という｡）で行った研究とする。
　二　他の職員が投稿する内容は，研究所で行った研究とする。

（投稿原稿の内容）
第 3条　投稿原稿の内容は次のとおりとする。
　 1　畜産草地研究所研究報告（Bulletin of NARO Institute of Livestock and Grassland Science / 略誌名：Bull NARO Inst Livest Grassl Sci ）
　　　一　原著論文：研究所において行った試験研究及び研究所以外の者に委託して行った試験研究の成果に関わる論文とする。
　　　二　短　　報：一以外の研究の予報，速報などの短報とする。
　　　三　技術論文：新しい技術や技術の組立，実証などを主体とする報告。
　　　四　総　　説：畜産草地研究に関わるものとする。総説は投稿のほか，編集委員会が依頼したものを含む。
　　　五　学位取得論文：研究所において主として行った試験研究による学位取得論文とする。
　 2　畜産草地研究所研究資料（Memoirs of NARO Institute of Livestock and Grassland Science / 略誌名：Mem NARO Inst Livest Grassl Sci ）
　　　調査資料･技術資料･研究資料：研究所において行った試験研究及び研究所が研究所以外のものに委託して行った試験研究のうち，

学術的･産業的に有用な未発表の資料とする。

（原稿の執筆）
第 4 条　原稿の執筆にあたっては，別に定める畜産草地研究所研究報告及び畜産草地研究所研究資料執筆要領（13畜草B第44号）に

基づくものとする。使用する言語は日本語又は英語とする。

（原稿の提出）
第 5条　次の手続きにより原稿及び原稿提出票を事務局に提出する。
　一　職員は原稿提出票に必要事項を記載し，所属研究チーム長及び担当する研究管理監等の校閲を受ける。
　二　他の職員は原稿提出票に必要事項を記載し，所属研究領域長等の校閲を受ける。

（受付）
第 6条　原稿及び原稿提出票を事務局が受け取った日を受付日とする。受理日は編集委員会の審査の結果，掲載が妥当と認められた日

とする。

（審査）
第 7条　編集委員会は次の手続きにより論文を審査する。ただし，学位取得論文については審査を省略することができる。
　一　編集委員会は論文の内容により審査員正副をそれぞれ 1名決定し，論文審査を依頼する。審査員は研究所内及び研究所外の研究

者等とし，その氏名は公表しない。
　二　審査員は論文審査票により審査を行う。また必要に応じて指摘事項を書き出し提出する。
　三　事務局は審査員と著者の間のやり取りの対応にあたる。
　四　編集委員会は審査員の審査結果を参考にして掲載の可否を判断する。
　　　審査の内容によっては著者に原稿の訂正を求めることができる。
　五　著者は審査結果を受領後，編集委員会が指定する期日までに修正原稿を事務局に提出する。

（校正）
第 8条　著者による校正は原則として初校のみとする。校正は誤植の訂正程度にとどめる。やむを得ず大きな変更等を行う場合には編

集委員会の承認を得なければならない。

（別刷り）
第 9条　別刷りは次のとおりとする。
　一　100部とし，筆頭著者が代表で受け取る。
　二　別刷りの追加を希望する場合は研究費負担で印刷する。

附　　則
　この規定は，平成14年 4 月 1 日から施行する。

附　　則
　この規定は，平成15年10月 1 日から施行する。

附　　則
　この規定は，平成18年 4 月 1 日から施行する。

附　　則
　この要領は，平成20年 4 月 1 日から施行する。

附　　則
　この要領は，平成23年 4 月 1 日から施行する。

附　　則
　この要領は，平成23年 8 月 8 日から施行する。
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